
 

 

 

就学手続きの電子申請化について 

 

 

１ 目的 

  現在来庁により行っている就学に関する手続きについて、一部電子申請化

することで、保護者の負担を軽減し、来庁による感染症リスクの低減を図

る。 

 

２ 対象手続及び申請受付開始時期 

（１）令和３年度新入学時の指定校変更申請（兄姉・距離・友人理由） 

令和２年 12月７日（月）から 12月 31日（木）まで 

 

（２）国立・都立・私立学校等への就学届 

令和２年 11月 20日（金）から受付開始 

 

３ 申請方法 

  マイナポータル（ぴったりサービス）による申請 

 

４ 周知方法 

  入学予定者に送付する就学通知書（12月１日発送）、区報 11月 21日号、ホ

ームページ（11月中旬頃掲載予定） 
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